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会 議 録 

会議の名称 平成17年度 第５回西東京市環境審議会 

開 催 日 時 平成17年12月19日(月) 19時00分から20時30分まで 

開 催 場 所 西東京市役所田無庁舎横イングビル３階 第３・４会議室 

出 席 者 

【委 員】石部委員、一方井委員、大森委員、木内委員、外山委員、 
     檜垣委員、宇都宮委員、齋藤委員、保谷委員、松永委員、 

伊藤委員、伊豆田委員、市川委員、能智委員、金成委員、 
中村(賢)委員 

【事務局】山本環境保全課長、櫻井環境保全課長補佐 
横山環境計画係主事 

議 題 

 １.開会 
２.あいさつ 
３.前回会議録の確認について 
４.西東京市環境白書について 
５.その他 

 (1)環境エネルギー館の見学について 
６.閉会 

会議資料の 
名   称 

資料１ 平成15年度西東京市環境白書に対する各委員意見 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容  

（19時00分開会） 
 
○能智会長 
 それでは定刻になりましたので、ただ今から第５回環境審議会を開会したいと思いま
す。本日は、年末のお忙しいところお集まりいたただきましてありがとうごさいます。
前回、所用で欠席させていただきまして申し訳ありませんでした。本日の欠席は、多摩
環境事務所の中村(眞)委員、大町委員、大月委員、３名の方から連絡をいただいており
ますので、ご報告いたします。 
 はじめに事務局から報告事項がありますでしょうか。 
 
○山本環境保全課長 
 本日は、今年度最後の環境審議会でございますが、環境防災部長は公用のため本日欠
席させていただいております。事務局からは以上でございますが、後ほど｢その他｣のと
ころで前回の審議会でご提案いたしました環境見学会のご案内をさせていただきたいと
考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 事務局からは以上です。 
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○能智会長 
 それでは、次第に沿いまして会議を進めたいと思います。 
 次第の２｢前回会議録の確認｣ということですが、あらかじめ事務局から事前に送付さ
れていると思います。ご覧になりまして、修正箇所等ございますでしょうか。 
 伊豆田委員どうぞ。 
 
○伊豆田委員 
 37頁の伊豆田委員と書いてあるところがあります。２点ほどありまして、私が勘違い
していたことが１点あります。あと１つが、私の前回の発言が曖昧だったので、この文
書では分からないと思いましたので、たくさん直していただかなければなりません。今
日は１つひとつみなさんに書いてもらうと時間がかかりますので、後ほど書面で提出し
たいと思います。 
 
○能智会長 
 37頁の下の伊豆田委員のところが変更になるということですね。 
 
○伊豆田委員 
 はい。それで１点は、前回の環境白書を作るときに私が勘違いしていまして、まった
く作ることに携わっていなかったと思っていたのですが、会議に参加していますので、
会議録にある｢参加していない｣というのは私の勘違いで、それが１点です。もう１つは
後半の部分で、環境白書に対する印象というか、感想のところです。この文書を読んで
も良く分かりませんので、多少、語句を替えさせていただいて内容が分かるように変更
したいと思います。内容としては、環境白書の意見を１人ひとり聞いていくのは、限ら
れた時間内では難しいだろうということを述べたかったことと、読むほうの立場で環境
白書を見たときは、私としては非常に面白いと思いました。あと出来ればカラーがあっ
た方が良いのではないか。私のように専門の者としては良い資料になるかもしれないけ
れども、一般の市民の方だとこんなに細かい資料が必要なのかというイメージが私には
あるということで、ぱっと見ただけで、今の西東京市の環境の状況が分かけば良いので
はないかというのが私の感想です、ということを言いたかったわけです。テープ起こし
していただいて文書にすると、分かりにくかったので直させていたただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。 
 
○能智会長 
 今、述べられた主旨で訂正するようになります。 
 他にございますでしょうか。大森委員どうぞ。 
 
○大森委員 
 15頁、下から２番目の大森のところなのですが、５行目に｢提出しやすくなっていた
りすることが～｣というのを、｢提出しやすくなっているということが～｣に変更してい
ただきたいと思います。それと、30頁の一番上の２行目に｢立替などによる解体｣、｢立
替｣という漢字も間違っています。ここを｢建設物の解体時にアスベストの対策が～｣に
変更していただきたいと思います。 
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○能智会長 
 分かりました。他にございますでしょうか。 
 なければ、前回の会議録についてはこれで確認したいと思います。事務局には公開の
手続きをお願いします。 
 それでは続きまして、会議次第の３｢西東京市環境白書について｣ということで、あら
かじめ事務局から資料が届いていると思います。 
 これは前回の審議会で、まだ白書に関するご意見がある委員の方は、11月15日までに
事務局へ送っていただくことになっていたと思います。白書については本日が最後の審
議となりますので、委員のみなさんにあらかじめ確認させていただきたいことがござい
ます。 
 まず、審議会の役割についてですが、市長からの諮問に対し審議会としての答申をと
りまとめて市長に報告する場合と、市長の諮問がなくても審議会の意見として提言する
場合とがございます。答申、提言のいずれにしましても審議会として全体調整した意見
ということになります。ですから、本日の会議時間内で、審議会として取りまとめたも
のでなければ提言としては市に提出することは出来ませんので、この点についてはご理
解をいたただきたいと思います。 
 ちなみに昨年は、白書に関しての審議が始めてということもあり、出来るだけ多くの
意見を出していたただきたいということから、審議会としての提言という形ではまとめ
ておりません。従って、各委員の意見取り扱いについては市に一任することで、前年度
はまとめさせていただきました。 
 今、申し上げたことをご理解いたただいたうえで、本日は資料にあるとおり、かなり
多くのご意見をいただいております。あらかじめ審議会としてどのようにとりまとめる
のかを審議したうえで、本日の会議を進めていきたいと思います。 
 私も前回の会議録を読ませていたただきました。まとまってきている雰囲気が最後に
ありまして、多くの方が意見を述べることによって、だんだんと集約していくのだと思
います。本日は最後の審議会ということで、限られた時間ということもお考えいたただ
いて、できるだけ提言という形でまとめていきたいと思います。 
 すでにご覧になっているという前提で進めさせていただきますが、これまで私がご説
明した内容に沿って、本日の会議を進めさせていただくということでよろしいでしょう
か。よろしければ、みなさんから多くのご意見をいただければと思います。 
 それでは、各委員のご意見が資料１にまとめられています。この資料にあるご意見に
対して、一人ひとりの委員の方がどう考えているかを、前回の会議も踏まえてご発言し
ていく形で進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 ご異論がなければ、本日ご出席いただたいている委員、全員からご発言をいただきた
いと思います。みなさんからの多くのご意見が出ることによってまとまっていくと思い
ますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは石部委員からよろしいでしょうか。 
 
○石部委員 
 これまで話をしてきた中で、全体の方向としては、ここでの私個人の意見としては特
にございません。 
 
○能智会長 
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 ということは、平成15年度版の項目に従って進めていくということでしょうか。 
 
○石部委員 
 それで良いと思います。実際にはこれ以上のことができれば望ましいと思いますけれ
ども、現実にまったく新しいスタイルにするとか、新しい項目を入れるといった場合
に、具体的な準備の点で難しいと思います。全体のスタイルとしては平成15年度のもの
を基準にして、中身を新しい内容に変えていくということで良いのではないかと思いま
す。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。続いて大森委員お願いします。 
 
○大森委員 
 私も今回の白書を見させていたただいて、色々な資料なども分かりやすくて良いので
はないかと思いました。よく中身を見てみると数字を追っていくだけでも市の状況が分
かってきました。ただ、市が実際に施策をどのような形で行っているのか、という具体
的な内容が書かれていないものもあって疑問に思ったので、施策自体ができていないの
ならば、ここまではやっているというような事を教えていただけたら良いのではないか
と思います。そして、いろいろな部分で西東京市環境基本計画の重点プロジェクトがあ
りますが、その目標に向かって白書の資料がどのように活かされているかというのがは
っきりしなければ、環境問題は非常に多岐に亘っているので、西東京市の進むべき道と
いうか目標が見えなくなっている部分があります。ですから、もう一度、重点プロジェ
クトに立ち戻って取組みの状況を見ることで、西東京市の目指すべき目標がはっきりし
てくる、５年後、10年後の姿をどうするのかが分かってくる気がしてきました。 
 
○能智会長 
 具体的な部分でのものはありますでしょうか。 
 
○大森委員 
 私も教えていただきたいことは、ファックスでお送りした点に関しては一つひとつ答
えていたただきたいのですけれども、時間の問題で無理だというのであれば、今後の平
成16年度版を見てどうなっているのかを検討していきたいと思います。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。次に木内委員どうぞ。 
 
○木内委員 
 私もこの環境白書は中身が充実していまして良いと思います。ただ、意見でも述べま
したように、手にとって読んでみたいなというような雰囲気にもっていくためには、中
身を市民の立場に立って見て、訂正していただきたい箇所を意見として書き出しまし
た。表紙や分かりにくい言葉などの説明をしていただければ良いと思います。あとはほ
とんど直すところはないと思うので、これを大幅に変えることはしなくて良いと思いま
す。 
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○能智会長 
 木内委員が述べていることは、伊豆田委員の意見にも関係する部分がありますが、中
身の写真ですとかレイアウトをもう少し工夫してほしいということですね。 
 
○木内委員 
 そうですね。レイアウトというのが見やすいか見やすくないかで、手にとってみたい
という気持ちになるかの第一条件になると思います。中身は専門家でないと分からない
部分もあるので、もう少し市民の立場に立った分かりやすい言葉づかいをしていただい
たほうが良いのではないかと思います。全体では充実しているので、この感じで良いと
思います。 
 
○能智会長 
 平成15年度版で始めてコラムの欄が入りましたが、その内容についてはいかがでしょ
うか。もっと充実させた方が良いでしょうか。 
 
○木内委員 
 今のままで十分ではないかと思います。 
 
○能智会長 
 分かりました。続いて外山委員どうぞ。 
 
○外山委員 
 まず大きく言うと、先ほども出ましたが、環境の基本計画というのがありますね。で
すから環境の基本計画に照らして平成15年度はどういう状態であったか。そういった点
検・評価と言いますか、大きく言うとまずそれが必要だろうと思います。それからもう
一つは、これは何と言っても市民のみなさんが見るわけですから、市民が中心の白書
と、いわゆる市民の目線に沿った白書でなれけばならないと基本的にはそう思うわけで
す。従ってそういう観点から見ますと、市民が見てかなり疑問に思う、あるいはこれは
どうなのだろうかと説明を要する部分がかなりあると思います。それが証拠にいろんな
意見が出たのを見ますと、結構そういう部分が多くございますね。だからそういう所
は、せっかくこういうふうに意見が出ているわけですから、みなさん一度、市民の目線
に立って考え直す必要がある、こういうふうに思います。それからもう一つは、特に新
しいことを言うつもりはないのですけども、私の意見の中に、意見というよりも指摘事
項とあえて書きました。これは今まで白書についてやってきた審議、その過程で出た意
見・決まりごとが反映されていない。今頂いている白書の中に反映されていない部分が
かなりあるわけです。一つだけ例を言いましょう。目標値や基準値を書いてください
と、これは書きましょうというふうに決まっておるのです。これがかなりの部分抜けて
いる。そういうふうに決められたことは、きちんと15年度の白書に反映されて然るべき
あると、こう思うわけですよね。今となっては、15年度は出てしまったということです
から、せめてそこらのことは私が提言というか指摘事項として書きましたとおり、16年
度には是非反映させていただきたい。私が書いた指摘事項の中で疑問に思うところがも
しあれば、遠慮なく出していただきたい。反論いたします。反論というよりも説明いた
します。全部そういうふうなところばかりです。それ以外に疑問なところがあって、こ
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れはどういうことかという問合せ形式のところもあります。それは事務局に回答してい
たただきたい。ですから16年度に対する反映も、これは事務局に対する意見です。私が
出したことは、ここで改めて審議することはないだろうと思います。すでに審議されて
決められたことが反映されていないから、せめて16年度にきちんと反映させていただき
たいというのが私の指摘事項の大部分です。たぶん読まれると分かると思います。だか
ら、ここに出された意見書をどういうふうに最終的に扱うのか、ちょっと今のところ分
かりません。分かりませんけども明確な話がありませんけども、これをどうされるかと
いうのも後で一つですね、審議なり、あるいは事務局の方からご説明願いたい。もっと
言えばですね、そういった過去において審議されて決められたことが反映されないとい
うことは、審議会で審議した意味があまりなくなっていますね。もっと極端に言うと反
故にされているという感じがあるわけですよ。ですからその辺は事務局としてどうされ
るのか。このままの状態でいきますと、また16年度もそういうことになりかねない。だ
からそれに対してはどういうふうに再発防止を事務局としてされようとているのか。そ
の辺も伺いたい。そう思います。以上です。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。外山委員の思うところは、15年度の白書に対して今まで審
議されてきた内容が盛り込まれていない部分があるとのご指摘であり、今後、活かして
いただきたいとのご意見だと思います。 
 
○外山委員 
 それについてはですね、ここでの審議というよりむしろ事務局の意見といいますか、
お話を聞きたいと思います。何のための審議会か、その意味が少しなくなってきている
感じが私の中でいたします。後で結構です。 
 
○能智会長 
 審議会の性格上のものもございますが、私としてもここで集約したものが白書に反映
できればと考えておりますので、その点、ご協力・ご理解をお願いいたします。 
 
○外山委員 
 ただ私が言っているのは、集約されて決められたこと自体が反映されていないという
ことです。ですから提言以前の問題ですね。だから私はあえて指摘事項としたわけで
す。そこら辺については事務局の対応の仕方がどうなっているのか、後でひとつお話を
お聞かせいただきたい。それとここに書かれている公募市民の方は、やはり市民の目線
というのを気にしていまして、市民の目線に沿ったいろいろなことを書いてくると思い
ます。さらに言えば、事務局の方は市民の目線というものをどう考えているか。私の場
合はですね、決して独りよがりの意見とは思っていない。というのは、地域社会ではこ
うした環境問題に興味をもった方々がおります。話合いの場もありまして、今、一番関
心をもっているのはこの白書です。ですから、そういう中での意見も聞いているわけで
す。そこで｢これはどうなっているの｣と私が逆に聞かれる立場になるわけです。そう言
われると私も確かにそう思いますので、｢市民の目線はこうである｣と言い続けているわ
けです。長くなりますのでこのぐらいにしておきます。ですからこの意見を無にしても
らっては困ります。 
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○能智会長 
 それでは続いて檜垣委員どうぞ。 
 
○檜垣委員 
 いろいろ貴重なご意見が出ていまして、私も拝見させていただきました。例えば、最
初に出てくる大月委員のご意見、大変、大きくて根本的な視点で、格調高いご意見なの
ですけれども、この辺は国家レベルのテーマではないかという感じがします。一自治体
のレベルのテーマでは大きすぎるのではないかと感じます。そういった点から市の白書
としては、こういったご意見をすぐに反映させるのは難しいですから、今のレベルで良
いのではないかと思います。順次、内容を充実させていくことで良いのではないかと思
います。 
 あと、私もこの時点まで気が付かなかったのですが、第２章、個別事業の状況の欄で
整理番号の事業名ごとに、総合計画という欄とＩＳＯという欄があります。欄が埋まっ
ているものもあるのですが、ほとんど空白になっています。例えば７頁の整理番号１の
ところでは、総合計画が｢公害の防止｣、ＩＳＯが｢環境汚染の防止に努める｣となってい
ます。頁を進めていくと総合計画が埋まっている欄もあるのですが、ほとんど両方とも
空白になっていることが多いです。そういったことからもＩＳＯの取扱いや位置づけが
良く分からないのですが。 
 
○能智会長 
 ＩＳＯ自体をどう取扱っているかにもよります。 
 
○檜垣委員 
 ＩＳＯという欄がある以上は、受診のテーマとして設定したという時に書かれるの
か、いずれにしても空欄というのは読まれる市民の方にとっては、疑問が湧くと思いま
す。もし受診のテーマとして設定したという時に書かれるのであれば、何らかの注意書
きを書いたほうが良いのではないかと思います。空白が目立つものですから。 
 
○能智会長 
 後ほど、時間があれば事務局から話をいただければと思います。 
 続きまして宇都宮委員どうぞ。 
 
○宇都宮委員 
 前回は欠席して申し訳ありませんでした。私は基本的にこのスタイルでよろしいので
はないかと思います。資料編も充実していますので結構かと思います。ただ、環境基本
計画が平成16年度からできましたので、来年度の白書からは環境基本計画に基づいた目
標や基準値などが入って、分かりやすい評価が掲載されるのではないかと思います。15
年度はまだ基本計画が始まる以前ですので、これでよろしいのではないかと思います。
以上です。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。続いて齋藤委員どうぞ。 
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○齋藤委員 
 私は企業にいるのですが、その中で環境管理に携わっています。私の会社では、昨年
までは環境報告書、今年はＣＳＲ報告書といいますが、会社の環境活動を公開してお
り、この環境白書を作ることと同じ仕事をしております。他社の動向を見ますと、まだ
こういうぶ厚い報告書を発行されている企業もありますが、だんだんインターネットを
利用することにより、報告書は薄くなってきています。報告書全部を載せるということ
はこれだけ厚くなってしまいます。例えば、資料編みたいな細かい部分に関心を持って
いる方は全員ではないと思いますので、そういったところはインターネットを使ってＷ
ｅｂサイトに情報を流していくのが良いのではないかと思います。この間の話ではこの
白書は300部しか作っていないということでした。人口に対して非常に少ないと思いま
す。やはり白書を薄くして、多くの方に読んでもらう。少なくとも小・中学生、高校生
ぐらいには必ず読んでもらうぐらいの物を作っていった方が良いのではないかと思いま
す。今年はある程度、計画が進んでいると思いますので、次年度以降の計画にこういっ
た意見を盛り込んでいってほしいと思います。 
 
○能智会長 
 現状では各家庭の隅々までインターネットが普及していませんが、齋藤委員のおっし
ゃられるとおり将来的には考えていかなければならないと思います。 
 
○齋藤委員 
 インターネットがない方には、環境コーナーみたいな場所に印刷物を置いておくとか
して、いろいろな対応が考えられると思います。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。続いて保谷委員どうぞ。 
 
○保谷委員 
 私の場合は職業柄、農業ということで、そこの部分をどうしても注目してしまうとい
うことがあったのですが、この審議会に出てこの白書を見て、自分でこれを全部理解す
るのはたぶん無理だろうと思います。白書そのものは、今、厚いものといったご意見も
出ましたけど、この中にこれだけの数値が出ているということは凄いと思います。一般
の市民の方は、問題のきっかけをこれで探すという使い方が一番多いのではないかと思
います。これを全部、隅から隅まで読む方はまずいないと思います。私自身も自分で興
味を持って、問題意識があるところを重点的に見て、これをきっかけとして後は自分で
いろいろな問題の解決方法を探していくというのが、一番の使い方だと思っております
ので、これで十分だと思います。また、細かい意見を全部取入れて作ろうとしたら、膨
大な量になるのは仕方ないですので、これで良いと私自身は思っています。必要なこと
があればその個人が問題を掘り下げていけば良いのではないかと思います。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。続いて松永委員どうぞ。 
 
○松永委員 
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 私は基本的な考え方として２つのことを意見として述べたいと思います。まず、環境
白書というものが環境基本条例の中での年次報告書、いわゆる市長が市民に対して公表
するものです。さらに環境基本計画の中にもありますＰＤＣＡサイクルの推進というこ
とも、一つに組み込まれているわけです。環境白書自体が。その中でチェック機能がそ
の部分に当たるのです。一つは前回も申し上げたのですが、あまりにも発行するまでに
時間がかかりすぎると。やはりもう少しタイムリーに報告書を作成して、なおかつ市民
のみなさまにお示しするのが逆に審議会の仕事か、事務局の仕事かは分かりませんけれ
ども、その辺のスピーディーさが求められているのではないかと思います。確かに今、
議論しているのが16年度のものを来年の３月に出す計画で進んでいますが、果たしてそ
れがＰＤＣＡサイクルに則って一つの歯車になりえるのかと、そんな遅いような時期
で。まずこの辺が一つ気になります。ましてこの環境白書というのは毎年出るもので
す。ですから最終的に市民のみなさまにお示しするような時期が、果たしてこれで良い
のかと。このような話は中村委員からもご意見が出ていましたけれども、私もまったく
同感で、そのように感じています。 
２つ目ですが、先ほど齋藤委員からもお話がありましたが、この環境白書は70頁ぐら

いありまして、さらに13・14年度版も60頁以上あります。あくまでも市民の目線に立っ
てこれを公表して、みなさまに訴えるのであれば、逆に白書と資料を切り離して作っ
て、なおかつもっと見やすいような形で小冊子程度のもので数多く発行していく形でも
良いのではないかと思います。実際、数字の羅列、あるいは資料の検討ということにな
ると、専門的なこともございますので、先ほどのようにホームページで見られたり、自
分でアクセスできたりということでも十分だと思います。そういう方向性のほうが今後
はよろしいのではないかと思います。 
 
○能智会長 
 タイムリーさとボリュームについて、今後、検討していただきたいということです。 
 続きまして伊藤委員どうぞ。 
 
○伊藤委員 
 いろいろな意見を聞いておりますと、白書の位置づけが従来であればデータブック的
な、ある数値が経年で変化していくものを報告するものが白書の位置づけなのではない
かと思います。前回に改訂したときにも出来るだけ分かり易くということで、解説を入
れたり、コラムを入れたりして読み易しているものですから、逆を言えば、もっと欲が
出てきまして、これ一冊を見ればすべての西東京市の環境状況が理解できるような形に
したらどうか、というような意見が多いのではないかと思います。そうしますと、もと
もと白書という位置づけが、例えばハンドブックとかマニュアルといったような方向性
に変わってきていると思います。そうなると、ますます分厚くなって、頁が増えること
によって各戸に行き渡らなくなることになります。その辺をどういうふうにお考えにな
るのか。本来、白書というのはもっと薄くて、データも見る人が見ればデータとして分
かります。それをどう考えるのかは別のご意見があるでしょうし、施策的な議論もあり
ますので、それらを含めて何とか表現できないかという議論になっているような気がい
たします。ですから白書の原点に戻って、年度ごとにやることだと思います。白書とし
ての役割や位置づけをもう一度整理していく形にしていかないと、なかなかこの業務は
納まらないと思います。私はこれで十分だとは思っています。白書は白書であってハン
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ドブックでもなれけばマニュアルでもありません。そういった考えが必要ではないかと
いう気がします。 
 
○能智会長 
 今後に向けての考え方ではないかと思います。確かに白書というのは、すべてを網羅
するとかなりのボリュームになると思います。 
 続いて伊豆田委員お願いします。 
 
○伊豆田委員 
 先ほどの会議録の訂正でも述べたとおりですが、いままで各委員のおっしゃったとお
りだと思います。私としてはこれで十分というか、むしろ細かすぎるというご意見もあ
りましたように、私も同じようなことを考えました。資料編は資料編で細かいものを見
たい人がみていただければ良いのではないかというイメージがあります。この白書の６
頁だけを見ても十分なイメージがあります。つまり概況などのところを見れば、一般の
市民の方はだいたい状況が分かると思います。それに対して細かくあとに書いてあるわ
けですけれども、もう少しできれば子どもたちでも、小学生でも見たときに｢西東京市
の水は大丈夫かな。大気は綺麗かな。｣が分かるくらいで、みなさんが読めるように多
く作って、｢もっと詳しく知りたい人はこういうところを見てください｣とした方が、も
しかしたらみなさんが関心を持ってくれるような感じがしています。今の状況では、あ
る意味で詳し過ぎるかと私は思います。 
 
○能智会長 
 内容をもう少し分かりやすくというような意見が、何人かの委員から出ています。こ
れからの考えとして方向性があると思います。 
 
○伊豆田委員 
 私の研究室の学生にこの白書を見てもらったのですが、感想としてはもう少し文字を
大きくして、カラフルにした方が良いということでした。それと６頁に酸性雨のことが
書いてありまして、5.6pHといった値がありますが、これは私たちの世界では先にpHを
つけます。pH5.6といった具合です。たまたまなのかもしれませんが学生に言われまし
た。これは何か理由があるのでしょうか。意見として参考までに述べさせていただきま
した。 
 
○能智会長 
 ありがとうございます。続きまして市川委員どうぞ。 
 
○市川委員 
 一つはみなさんで意見を集約して市長に提言する話と、あとは事務局へ要望・意見と
して出しておけば良いという話と、２つあると思います。最初の、意見を集約して市長
に提言する話については、環境基本計画というものがあってそれと照らし合わせてみ
て、大きな差があるような項目については指摘して、どうするかの提言をしなければな
らないと思います。今回、市民からの意見も無かったと聞いていますし、みなさんのご
意見にもそれほどのものは無いような感じがしています。ですから後は、いろいろな意
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見が出ていますので事務局がどう意見を取り入れていくかということになると思いま
す。一つだけ発行のタイミングに関してもいろいろなご意見がありましたが、もし意見
を集約して市長に提言するということであれば、２年差というのはタイミングとして悪
いというような気がします。次年度以降、そういったことが出てきた場合は、良いタイ
ミングで発行するというシステムづくりが必要ではないかと思います。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました。続きまして金成委員どうぞ。 
 
○金成委員 
 私は、時間もないといってしまうと変ですが、大体これで良いと思っています。私個
人的にはごみとか環境をやっていますので、例えば木内委員のご意見で、市民農園・家
族農園とか浸透ますとか一連のご意見がありますが、これは用語の説明で市報などをよ
く見ていただくと分かると思います。このことからも、スペースなどの問題もあります
ので、この白書の中ですべてが分かるのは無理だと思います。ですから用語説明の部分
で入れることができれば分かりやすいのではないかと思います。またこの中で、集団資
源回収を私もやっているのですが、ここのところの表現が難しいです。もっと簡単にし
て一般の方でも分かりやすい表現にしていただきたいと思います。それから白書という
のは年次報告書なので、例えば大森委員がおっしゃっていた、公団での生ごみ堆肥化実
験の進み具合などが白書の中に触れられていれば良いのではないかと思います。剪定枝
なども私が入っている町内会で16年度にモデル事業を実施していますので、そういった
ことも触れられていませんので、年次報告書というのであれば載せて然るべきではない
かと思います。 
 
○能智会長 
 ごみの問題なども載せていくということでしょうか。 
 
○金成委員 
 現在、実施しているものもあります。剪定枝の堆肥化も16年度から実施しています。 
 
○能智会長 
 ありがとうございました、続いて中村(賢)委員どうぞ。 
 
○中村(賢)委員 
 先程からいろいろなご意見が出ておりますので、言い尽くされたことになるかもしれ
ませんけれども、一つはやはり発行時期の問題として、われわれがここで発言してきて
いることが16年度の白書に反映されないということであれば、17年度に必ず反映してい
ただきたい。しかも発行の時期として、先程から言われていますように前々年度の年次
報告では、アクションに結びつけるということが出来ないのではないか。それでは何の
ための環境白書なのかということからすれば、私は前々年度の年次報告であれば、なに
も厚くしないで前年度のものを薄くして発行すべきではないか。前回の話にもありまし
たが、資料編を作るために発行時期が遅れるのであれば、前年度を発行するためにどう
したら良いのかを事務局として考えていただきたいと思います。前回も申し上げました
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けれども300部では少ないです。公共施設に配布するだけでも300部はほとんど使われて
しまいます。そういうことで市民に配布するために、頁数は少なくても多く出すべきで
す。もし資料編が欲しいということであれば、その市民がインターネットで取るか、あ
るいは環境保全課の窓口に行ってもよいのではないかと。環境保全課はそういう市民と
話すことによって、市民がどういうふうに考えているかということも知ることができる
のではないか。こういうふうに思います。ですから私は、あくまでも市民の目でこの白
書は作っていただきたいということと、もう一つは白書に結びつけるということから、
各項目に対して環境基本計画に対する行動の評価を付け加えていたただきたいと思いま
す。以上です。 
 
○能智会長 
 本日は最後の審議会ということで、出席委員全員の方にご意見をいただきました。こ
れまでのご意見を私のほうで集約させていただくと、16年度の年次報告書に関しては、
内容的にはこれで十分ではないかという大方のご意見だったと思います。今後について
は、発行の時期が問題になりました。すなわち、もっと早く年次報告を作成できないか
ということになります。さらに頁数を含めた簡素化の問題で、頁数を少なくしてもっと
多くの部数を市民に配ったほうが良いのではないかとするご意見です。 
 以上、16年度白書及び来年度の作成に向けた方向性については、みなさんこれでよろ
しいでしょうか。 
 
○外山委員 
 一つお願いがあります。方向性はこれで良いのですが、やはり先ほど言いましたよう
に提言以前の問題を、きちっと反映していたただきたいということです。私の書いた指
摘事項を見れば分かると思います。決して新しいこと、大掛かりなことは書いておりま
せん。こういうふうに決まったのだからきちっとそれを反映してくださいよ、というの
が私の意見の殆どなのです。ですから、そこを無にしてもらったらわれわれ公募市民と
しての立場もないし、審議会としての立場だってありませんよ。これは事務局に言って
いることですよ。 
 
○能智会長 
 その件については後ほどお話いたします。 
 みなさんからのご意見については以上にさせていただきます。内容についての質問・
疑問についてですが、檜垣委員のお話の中にあったＩＳＯ欄について、事務局としての
対応はいかがでしょうか。 
 
○山本環境保全課長 
 以前の経緯もあってこの欄を付け加えさせていただきましたが、当然にＩＳＯで取組
んでいない事項もございますので空欄となる箇所もございます。もしこの表現や空欄が
目立っていておかしいということであれば削除することも考えられます。 
 
○檜垣委員 
 削除されるか、将来になればテーマアップされることもあるわけです。空欄が目立ち
ますので、市民の中には疑問を持たれる方もいると思います。ですから、但し書きでも
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良いのではないかと思います。 
 
○山本環境保全課長 
 総合計画の欄についても同様でございまして、市の総合計画で設定されていない事項
については空欄になっていますので、こちらも削除を含め検討させていただきます。 
 
○檜垣委員 
 必ずしも統一フォームで記載しなくてもよいということであれば、そういった検討も
よろしいかと思います。 
 
○能智会長 
 ＩＳＯなどに関しては全体の構成を考えて表現していきたいと思います。 
 続いて、先ほども外山委員から、この審議会で審議された内容をどういうふうに事務
局として考えているのかといったお話がございました。事務局としても基本的な立場が
あると思います。審議会の性格上、みなさんから色々なご意見が出た中で、審議会とし
ての意見をどう取りまとめるか、多くの市民の意見を審議会として環境にどう反映させ
ていくのか、という想いが外山委員のお考えにはあるかと思います。 
 ただ、言い争いになってはいけませんので、この場での話合いは避けます。事務局の
基本的な考え方を述べていただいて、みなさんにはご了解いただたきたいと思います。
それでは事務局からお願いします。 
 
○櫻井環境保全課長補佐 
 いろいろ貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。昨年も平成13・14年
度の白書を発行いたしまして、その時のご意見を受けて平成15年度を作成いたしまし
た。そういった意味からも平成13・14年度のものから、みなさんのご意見を参考にさせ
ていただいて、かなり形が大きく変わっています。現状でもみなさんのお話をうかがい
まして、多くの部分で認めていただいていると思いますので、この形を踏襲しながら作
成していきたいと思います。ただ、先ほどのご意見にもございましたが、資料編と分離
して部数を増やしていったほうが良いのではないかといったことや、発行時期を含めた
チェック体制を考えるべきであるといった全体的な考えをお示しいただきましたので、
事務局で検討させていただき、みなさんの期待に沿えるようなものにしていきたいと考
えております。 
昨年も多くのご意見をいただき、その中で出来るだけ多くのものを反映させた形で作

成していきたいという気持ちは、事務局としても当然ありますし、その形で取組んでき
たつもりです。ただ、すべてを反映できるというわけではありません。昨年の審議の内
容と違っているのではないかというご意見もいただいておりますが、ご意見としてはい
ただいておりますが、最終的に審議会として決定したものとして取りまとめはされてお
りませんので、そういう意味では事務局に一任していたただいたと認識しております。 
今年度もいろいろなご意見をいただきましたので、そのご意見を参考にしながら一歩

でも踏み出せるような白書にしていきたいと考えております。 
 
○山本環境保全課長 
 先ほどの酸性雨の関係なのですが、? ○○の標記が正しいので訂正させていただきま
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す。あと時期については、前回にも中村(賢)委員からご指摘がありました。ご承知のと
おり各数値については、市の事務事業報告書から転記しておりますので、その報告書の
出来上がりが毎年９月頃になっております。今後、年次報告書のスタイルが現状のよう
な形で確定してしまえば、毎年対象の数値を記載していくだけなので、今よりも早く作
成することは出来ます。しかし、内容やスタイルを検討していくことになると発行まで
に時間がかかります。どちらにいたしましても10月以前の発行は、現状ではむずかしい
と考えますので、ご理解いたただきたいと思います。 
 
○外山委員 
 よろしいでしょうか。 
 
○能智会長 
 今の内容についてでしょうか。 
 
○外山委員 
 今の櫻井さんのお話の中で確認したいことがあります。 
 
○能智会長 
 では、どうぞ。 
 
○外山委員 
 今の櫻井さんのお話は、非常にアバウト的な回答だったです。確かにこの審議の中で
非常に曖昧のままに終わった部分が確かにあって、そこらは事務局で判断された部分が
あるかと思います。それは私も認めるところです。ただ、そうは言っても、昨年の11月
でしたか、こういうふうに修正しますということで文書が出されました。その中に、こ
ういうふうにすると書いておきながら抜けているのがかなりあるので、私は書いたので
す。ですから、それは具体的に私が書いたものを見ていただければ、何も難しいことを
書いているわけではありません。それと特にスペースをとる問題でもありません。例え
ば｢目標値や基準値を書きなさい｣と言ってもかなり抜けているわけです。だから再三言
いましたように、基本計画書を見てご覧なさい。ちゃんと平成25年度の目標値が書かれ
ているではありませんか。 
 
○櫻井環境保全課長補佐 
 その時もお話させていただきましたが、環境基本計画は平成16年度が始まりの年です
ので、平成15年度版につきましては計画が始まる以前の年度ですので、実態としての目
標値は載せることは出来ないとのご説明を差し上げたと思います。 
 
○外山委員 
 そういった話は覚えていますけれども、ただその話をする時点では基本計画書はあっ
たのです。内部事情もあったのでしょう。ですから、16年度には少なくとも入れてくだ
さいということです。どこに何を入れるかは、私が書いたものを見れば分かります。そ
れを見て16年度には入れてくださいということです。それ以外にも、そういう類の項目
がありますから、別に難しいことを言っているわけではありません。15年度はこれでや
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むを得ないので、16年度には入れていただきたい。そうでなければ発展がないですよ、
このままいくと。分かりますか、私の言っていることが。分かれば結構です。 
 
○能智会長 
 先ほどもお話しましたとおり、具体的に載せる・載せないを論議していますと、その
ことだけで時間を割いてしまいますが、事務局としては白書が基本計画に基づいて作成
していく姿勢は持っていますので、決して外山委員の言っていることを受け付けないと
いうことではなくて、今後、作業していくうえで入れるべきものは入れていく。そこで
細かい文字になったりして、またそこで白書とは何であるかということに成りかねない
ので、その辺は事務局に判断してもらうしかないのではないかと思います。 
 
○外山委員 
 それは良いのですが、その辺の見落としをされないように、きちっと見ていただきた
いということです。 
 
○能智会長 
 石部委員どうぞ。 
 
○石部委員 
 今、櫻井さんが言われた中で少し気になったのですが、ご意見の中で、以後、少し薄
くして出していくようなことも考えていくとおっしゃっていました。私の受け取り方の
違いもあると思いますが、私はこのスタイル、厚さが良いのではないかと思います。特
にみなさんのご意見の中には、資料編等を分けたほうがよいのではないかということも
ありましたが、私個人の意見としては、できれば西東京市の特色ある白書としてこうい
ったものも入れて、一般の市民の人にもいろいろな形で利用していただければ良いので
はないかと思います。もう一つは、発行部数が300部ということでしたけれども、実際
に余っているものがあるのかどうかということです。余っているのであれば、それを配
布する方法を考えるとか、あるいはギリギリであるならば300部を400部にして印刷する
とかを考えなければなりません。さらに白書ですので紙を使うわけです。これを大量に
作って、余って破棄するのは環境審議会としては問題があると思うので、300部で実際
に余っているのであれば、他はインターネットなどを充実させて白書の中にネットのア
ドレスを目立つような形で明記していけば良いのかと思います。特に薄くしてパンフレ
ットにはしないでいただきたいというのが、私の意見です。 
 
○外山委員 
 それの関連ですがよろしいでしょうか。 
 
○能智会長 
 ちょっと待ってください。 
 近年は現状の形でいくと思いますが、将来的には薄くして見やすい、縮尺した別冊な
どがあれば良いと思います。現状の白書を1,000部作るには経費がかかりますので、見
開きで｢西東京市の環境白書はこうなんだ｣といったようなものを作ることが、みなさん
の考え方ではないかと思います。 
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○外山委員 
 関連してのことですが、今の意見には賛成です。ただ、あまり短小し過ぎてしまいま
すと市民の方が見て分からないということが出てきますので、あまりはし折ったやり方
は市民の目で見て分かりにくくなるかと感じますので、そこだけは避けていただきたい
という意見です。 
 
○能智会長 
 今後の課題ということですね。 
 大森委員どうぞ。 
 
○大森委員 
 こういう形が良いのではないかと思うのですが、西東京市の環境基本計画が審議会で
配られましたが、その前に市の市報と一緒に、全市民に対して計画の概要版が配られて
いたものを読んでいました。これは少ない頁数で分かりやすかったです。ですから、白
書は白書でとても良いものなので作っていただいて、市民全員に配る概要版みたいなも
のを作っていただければ分かり易いと思います。 
 
○能智会長 
 冊子と概要版の二本立てで考えていくということです。これも今後の課題になると思
います。 
 本日は様々なご意見を伺いましたので、きっと事務局でも環境白書に反映させてくれ
ると思います。 
 
○外山委員 
 もう一つ最後によろしいですか。 
 
○能智会長 
 どうぞ。 
 
○外山委員 
 特に事務局にお願いしたいのですが、私の質問の中に疑問点がいくつか書いてありま
す。ここで一つひとつやるのは時間がかかるでしょうから、メモでも何でも良いので、
後でファックスでも手紙でも送っていただけますか。今後、そういった疑問の生じない
形で作っていたただきたい。これは単純なミスの類であることは推察します。でも、や
はり作ったところで、何故、そういう食い違い・ミスがあったのかを明らかにしてもら
いたい。そういう項目を何点か書きました。それはこの場でなくても結構ですから、後
日、メモでも何でも良いのでファックスでも送っていただければ幸いです。よろしいで
すか桜井さん。 
 
○中村(賢)委員 
 ちょっとよろしいでしょうか。先ほど山本課長から300部作って残っているというお
話がありましたけれども、大変失礼な言い方かもしれませんが、私が以前に貰いに行っ
たところ｢あまりないから差し上げられない｣ということで、本当はもっと貰いたかった
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のですが、２～３部しか頂けませんでした。そういうこともありまして、私どもは環境
市民団体ですので、こういうものは頂ければ頂けるほど多くの方に見てもらいたいわけ
です。それで今でも余っているというのであれば、配布の方法に問題があるのではない
かと思います。もう一つ私としては、ただ市民に｢この白書があります｣と言っても分か
らないです。そこで西東京市では出前講座というシステムがありますので、その講座を
活用して市民に説明してもらいたい。部数を多くして、要望のある所に対して出前講座
を通した普及活動をしてもらいたい。これが私の希望です。 
 
○山本環境保全課長 
 今後、配布希望が増えれば、印刷する冊数を増やすことも視野に入れていきたいと思
います。 
 
○檜垣委員 
 ですから先ほどの話にもあったように、白書は白書として置いておいて、要約したも
のを多く作って配布していけば良いのではないかと思います。 
 
○木内委員 
 よろしいでしょうか。私は環境審議会委員になって初めてこの白書を見ました。12年
ほど西東京市で暮らして、地域でリサイクルの代表委員をやっています。そこで報奨金
の請求を市に行ったときに、白書の概要版でも置いてあれば良いのですが、せめて代表
委員に配布できるよう、ごみ減量推進課にも置いていたただきたいと思います。 
 
○能智会長 
 配布や設置場所に対しての希望なので、今後、事務局でも検討していただたきたいと
思います。 
 外山委員どうぞ。 
 
○外山委員 
 そうしますと16年度版は３月ぐらいの発行になりますか。 
 
○山本環境保全課長 
 その予定です。 
 
○外山委員 
 それでは、16年度版の白書が私たちの目に届くような時期になりましたら、きちっと
白書をチェックいたします。それで反映されていない部分があれば意見を寄せます。よ
ろしいですか。最後に、そういった決められたことが反映されていないことに対して、
再発防止的なことを内部的にでも良いので考えてください。そうしないと任せられませ
ん。市民として環境保全課に｢あと任せます｣ということはできません。再発防止を考え
てください。これは市民の目です。そういうことを言わないとわれわれ市民の立場がな
いし、何のための公募市民か分からないですから。 
 
○山本環境保全課長 
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 ご意見は承ります。ただ、審議会で決まったことは反映させていきますが、個人的な
ご意見に対しては…。 
 
○外山委員 
 私が言っているのは、決まったことが反映されていないから言っているのです。曖昧
なことまでは言っていません。 
 
○山本環境保全課長 
 決まったことと言うのは審議会で決まったことでしょうか。 
 
○外山委員 
 そういうことです。決まったから反映しますと言って、事務局でメモか何か出してい
たではないですか。その中ですら反映されていないやつが随分あるから、それを書いた
のです。なにも提言以前の問題です、それは。基準値や目標値の件については、見てく
ださいよ、よく。会議録から、おたくが去年の11月に出された大まかに書かれた、主な
項目だけ書かれた処置書みたいなものを出されたではないですか。その中にはっきり書
いてある事柄でさえ反映されてない。よくチェックしてくださいよ。 
 
○櫻井環境保全課長補佐 
 もう一度確認させていたただきます。 
 
○外山委員 
 そういうことを言わないと、われわれ市民のミッションにならないのですよ。市民は
そういう目で見ているのですよ。専門家の方は多少細かいことは、ご自分たちが分かっ
ている面もありますので。 
 
○櫻井環境保全課長補佐 
 ここは審議会ですので、事務局対外山委員で議論する場ではありません。 
 
○外山委員 
 でも私が言っていることは、ここで改めて審議する代物ではないのですか。既に審議
されていて、この書いてあることを見れば分かるでしょう。既に審議済みで、それすら
そういうふうにしますと言っていることが、反映されていないと書いているではありま
せんか。よく調べてくださいよ。 
 
○櫻井環境保全課長補佐 
 目標値と書いてありますが、基本計画の目標値が載っていないということですか。 
 
○外山委員 
 ですからそれもありますが、それは一つの例として言っただけで、他にもありますか
ら私の書いたものをよく見てください。もし疑問があれば、電話でも何でもください
よ。 
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○櫻井環境保全課長補佐 
 もう一度、内容を確認させていただきます。ただ、先ほど説明させていただいた内容
で、基本的にはお話させていたただいたものと考えています。もしその内容で外山委員
がご理解いただけないのであれば、それは我々がきちんとした説明ができていないとい
うことで誤りたいと思います。 
 
○外山委員 
 全然、答えになっていなかったので反論したわけですよ。ですから、きちっと会議録
を見られて、事務局から出されたＡ４の対応の用紙をよく見てくださいよ。 
 
○能智会長 
 この審議会では、ほとんどの方がこの内容でいくといったことになっていますので、
尚且つ、外山委員からは様々な疑問があると思いますので、その点については事務局で
答えると言っています。この白書に関しては、これまでの方向性・内容で進めていきた
いと思います。 
 
○外山委員 
 そのことに関しては、やぶさかではありません。 
 
○能智会長 
 それでは、これで次第３については終わりたいと思います。 
 続いて｢その他｣ということで、環境エネルギー館の見学についてということがありま
す。詳細については事務局から説明します。 
 
○櫻井環境保全課長補佐 
 本日、資料といたしましてＡ４のチラシとパンフレットをお配りしてございます。 
 
（チラシ・パンフレットに基づき内容説明） 

 
○櫻井環境保全課長補佐 
 事務局からは以上でございますが、お手数ですが宇都宮委員から補足説明があればお
願いしたいと思います。 
 
○宇都宮委員 
 環境エネルギー館は平成10年にできましたので今年で約７年、来場者は約80万人、年
間にだいたい10万人の方にお越しいただたいております。どちらかと言いますと、東京
ガスがやっていますが、企業色が出ないで、環境に特化した建物でございます。ご関心
のある方は是非ご覧いたただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
 
○能智会長 
 来年の１月10日ぐらいまでに出欠をお願いしますが、現段階で出席できる方はいらっ
しゃいますでしょうか。３名ほどですね。それでは１月10日までに出欠の連絡を事務局
までお願いしたいと思います。 
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 そのほかに事務局から連絡事項がありますか。 
 
○山本環境保全課長 
 １点だけ報告がございます。以前、審議会のみなさんからご要望がございました市長
との懇談でございますが、３月議会終了後、みなさんの任期である６月までには日程を
調整させていただたきたいと考えておりますので、ご了承いたただきたいと思います。
日程は決まりしだい、改めてご連絡させていただきます。 
 事務局からは以上です。 
 
○市川委員 
 次の審議会の予定は決まっているのでしょうか。 
 
○能智会長 
それはこれからお話いたします。 
では、これで第５回環境審議会を終了したいと思います。委員のみなさんにはご協力

をいただきまして、今年度の審議会を運営できたと感謝しております。私たちの任期は
平成18年の６月末までとなっておりますが、来年度の審議会開催の予定はございませ
ん。なお、ただ今、事務局から報告がありました市長との懇談については、日程が決ま
りしだい事務局から連絡があるとのことですので、その際には出席いただけるようお願
いいたします。 
みなさん本日ははお疲れ様でございました。 

 
 （20時30分閉会） 

以上 


